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(57)【要約】
　空気及び塵粒が通過することを可能とする多孔質研磨
物品。研磨物品はスクリーン研磨材及びフックを備える
ポリマー網目を有する。スクリーン研磨材は、複数の研
磨粒子及び少なくとも一つのバインダーを含む研磨層を
有する。ポリマー網目はスクリーン研磨材と協働して粒
子の流れが研磨物品を通過することを可能にする。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スクリーン研磨材の表面積を画定する外辺部を有する第１の主要表面、第２の主要表面
、前記第１の主要表面から前記第２の主要表面に延伸する複数の開口部、及び裏材の前記
第１の主要表面の少なくとも一部に固定された研磨層、を有する目の粗いメッシュ裏材を
含むスクリーン研磨材であって、前記研磨層が複数の研磨粒子及び少なくとも一つのバイ
ンダーを含むスクリーン研磨材、及び
　前記目の粗いメッシュ裏材の前記第２の主要表面と係合するポリマー網目であって、前
記ポリマー網目が第１の方向に延伸する第１の複数の糸、第２の方向に延伸する第２の複
数の糸、及び前記第２の複数の糸の少なくとも一部から突出する複数のフックを含み、前
記第１及び第２の複数の糸が互いに貼付し合って前記ポリマー網目の中に複数の開口部を
形成するポリマー網目、
を含む研磨物品であって、
　前記ポリマー網目の前記開口部が前記スクリーン研磨材の前記開口部と協働して粒子の
流れが前記研磨物品を通過することを可能にする、研磨物品。
【請求項２】
　前記目の粗いメッシュ裏材が、織物である、請求項１に記載の研磨物品。
【請求項３】
　前記目の粗いメッシュ裏材が、ファイバーグラス、ナイロン、ポリエステル、ポリプロ
ピレン、又はアルミニウムの少なくとも一つを含む、請求項２に記載の研磨物品。
【請求項４】
　前記目の粗いメッシュ裏材が、穿孔フィルムである、請求項１に記載の研磨物品。
【請求項５】
　前記目の粗いメッシュ裏材の中の前記開口部が、少なくとも０．３平方ミリメートルの
平均開口面積を有する、請求項１に記載の研磨物品。
【請求項６】
　前記目の粗いメッシュ裏材の中の前記開口部が、前記スクリーン研磨材表面積の少なく
とも５０パーセントの総開口面積を有する、請求項１に記載の研磨物品。
【請求項７】
　前記研磨物品を通って流れる前記粒子が、少なくとも１０マイクロメートルの寸法を有
する粒子を含む、請求項１に記載の研磨物品。
【請求項８】
　前記ネットの前記開口部が、略直線で囲まれている、請求項１に記載の研磨物品。
【請求項９】
　前記第１及び第２の方向が、互いに略垂直である、請求項１に記載の研磨物品。
【請求項１０】
　前記第１及び第２の糸が、一体である、請求項１に記載の研磨物品。
【請求項１１】
　前記ポリマー網目の前記開口部が、前記スクリーン研磨表面積の７０～９０パーセント
の範囲である累積開口面積を形成する、請求項１に記載の研磨物品。
【請求項１２】
　前記ポリマー網目が、熱可塑性樹脂を含む、請求項１に記載の研磨物品。
【請求項１３】
　前記ポリマー網目が、ポリエチレン又はポリプロピレンの少なくとも一つから選択され
る高分子材料を含む、請求項１に記載の研磨物品。
【請求項１４】
　前記ポリマー網目を前記目の粗いメッシュ裏材の前記第２の主要表面に固定する接着剤
をさらに含む、請求項１に記載の研磨物品。
【請求項１５】
　前記研磨粒子が、垂直に配向される、請求項１に記載の研磨物品。
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【請求項１６】
　前記研磨粒子が、多孔質である、請求項１に記載の研磨物品。
【請求項１７】
　スクリーン研磨表面積を画定する外辺部を有する第１の主要表面、第２の主要表面、前
記第１の主要表面から前記第２の主要表面に延伸する複数の開口部、及び裏材の前記第１
の主要表面の少なくとも一部に貼付される研磨層を有する目の粗いメッシュ裏材を含むス
クリーン研磨材を提供する工程であって、前記研磨層が複数の研磨粒子及び少なくとも一
つのバインダーを含む工程、
　前記目の粗いメッシュ裏材の前記第２の主要表面と結合するポリマー網目を提供する工
程であって、前記ポリマー網目が第１の方向に延伸する複数の第１の糸、第２の方向に延
伸する複数の第２の糸、及び前記複数の第２の糸の少なくとも一部から突出する複数のフ
ックを含み、前記複数の第１及び第２の糸が互いに貼付し合って前記ポリマー網目の中に
複数の開口部を形成する工程、及び
　前記ポリマー網目が前記目の粗いメッシュ裏材の前記第２の主要表面の少なくとも一部
に貼付される工程であって、前記ポリマー網目の前記開口部が前記スクリーン研磨材の前
記開口部と協働して粒子の流れが前記研磨物品を通過することを可能にする工程、
を含む研磨物品の製造方法。
【請求項１８】
　前記目の粗いメッシュ裏材の前記第２の主要表面、及び前記ポリマー網目の少なくとも
一方の上に接着剤を塗布する工程をさらに含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記ポリマー網目の前記開口部が、前記スクリーン研磨表面積の７０～９０パーセント
の範囲である累積開口面積を形成する、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記複数のフックを、ループ状の材料を含むバックアップパッド表面を有するオービタ
ルサンダーに噛み合わせる工程をさらに含む、請求項１７に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に研磨物品に関し、より詳細には、空気及び塵粒を通過させる多孔質研磨
物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　研磨物品は、工業において研磨用途、研削用途、及び磨き用途で使用される。これらは
、ベルト、ディスク、シート等のような、様々なサイズの、多種多様に加工された形状で
得ることができる。
【０００３】
　一般に「シート製品」（即ち、ディスク又はシート）の形状の研磨物品を使用する場合
は、研磨物品を研磨成形用具に実装する又は取り付けるためのバックアップパッドを使用
する。研磨ディスク及びシートをバックアップパッドに取り付ける一つの方法としは、例
えば、フック・ループ式ファスナーのような二部分機械的噛み合い系（two-part mechani
cal engagement system）が挙げられる。取り付け手段がフック・ループ式の場合、研磨
物品はループ又はフック部品のいずれかを研磨剤コーティングの反対側の裏面に有し、バ
ックアップパッドは相補的噛み合い部品（即ち、フック又はループ）を有する。
【０００４】
　バックアップパッドの一種は、研磨物品の研磨表面に蓄積する削りくずの管理を助ける
ための一連の溝によって接続される吸塵孔を有する。吸塵孔は典型的には真空源に接続さ
れる。吸塵溝及び吸塵孔は、研磨表面から出る削りくず、粉塵、及びくずなどの粒子を除
去するための通路を提供する。前記通路はまた、研磨表面から水又は油などの研磨流体を
除去するためにも使用される。
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【０００５】
　ある構成では、粒子及び流体は、研磨物品に開いた穴を通って研磨物品の研磨表面から
バックアップパッドへと通過する。穴が断続的に存在するという理由で、こうした設計の
塵除去能力には限界がある。その他の構成では、研磨物品は、特許文献１の中でホグラン
ド（Hoglund）らによって報告されているような一体ループを有する多孔質のメリヤス生
地（porous knitted cloth）から製造される。
【特許文献１】米国特許第６，０２４，６３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　機械的締着装置及び塵除去能力を有する費用効率の高い研磨物品を提供するための別の
方法が継続的に必要とされている。研磨層を取り付け手段と別に設計することのできる多
孔質研磨物品を提供することが特に望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は一般に研磨物品に関し、より詳細には、空気及び塵粒を通過させることを可能
とする多孔質研磨物品に関する。
【０００８】
　一つの態様において、本発明は、スクリーン研磨材の表面積を画定する外辺部を有する
第１の主要表面、第２の主要表面、前記第１の主要表面から前記第２の主要表面に延伸す
る複数の開口部、及び前記裏材の前記第１の主要表面の少なくとも一部に固定された研磨
層、を有する目の粗いメッシュ裏材を含むスクリーン研磨材を備える研磨物品を提供する
。前記研磨層は複数の研磨粒子及び少なくとも一つのバインダーを含む。ポリマー網目は
前記目の粗いメッシュ裏材の前記第２の主要表面と結合する。前記ポリマー網目は、第１
の方向に延伸する第１の複数の糸、及び第２の方向に延伸する第２の複数の糸を含む。前
記第１及び第２の複数の糸は互いに貼付し合って前記ポリマー網目の中の複数の開口部を
形成する。前記ポリマー網目の前記開口部が前記スクリーン研磨材と協働して粒子の流れ
が前記研磨物品を通過することを可能とする。複数のフックが前記第２の複数の糸の少な
くとも一部から突出している。前記フックは、前記フックの噛み合わせを可能とする対応
する材料によって、前記研磨物品をサンディング装置に噛み合わせるのに使用され得る。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、前記研磨物品は、少なくとも１０マイクロメートルの寸法を
有する粒子が前記研磨物品を通過させることを可能とする。
【００１０】
　他の態様において本発明は、スクリーン研磨材及び該スクリーン研磨材と協働して粒子
の流れが前記研磨物品を通過することを可能にするポリマー網目を有する研磨物品の製造
方法を提供する。
【００１１】
　その他の態様において本発明は、機械的定着装置及び塵除去能力を有する費用効率の高
い研磨物品を提供する別の方法を提供する。研磨物品は、例えば、塗装、プライマー、木
、プラスチック、ファイバーグラス、及び金属を含む様々な表面を研磨するために有用で
ある。いくつかの実施形態において、研磨層をポリマー網目とは別個に設計及び製造する
ことが可能であり、これにより製造者がポリマー網目の選択とは実質的に無関係にスクリ
ーン研磨材の動作を最適化することが可能となり、逆もまた同様である。
【００１２】
　本発明の上述の発明の開示は、本発明の開示された各実施形態もあらゆる実施も記載し
ようと意図していない。図及び以下の詳細な説明によって、例示的な実施形態をより具体
的に例示する。端点による数の範囲の列挙には、その範囲内に包括される全ての数が包含
される（例えば、１～５は、１、１．５、２、２．７５、３、４、４．８０、及び５を包
含する）。
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【００１３】
　これらの図は理想化されたものであって正確な縮尺ではなく、単に本発明を説明するこ
とを意図しており、非限定的である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　図１は、一部を切り取った例示的な研磨物品１１０の斜視図である。図１に示されるよ
うに、研磨物品１１０は、その上面にスクリーン研磨材１１２、及び該スクリーン研磨材
１１２に取り付けられたポリマー網目１１６を有する。ポリマー網目１１６はスクリーン
研磨材１１２と協働して粒子の流れが研磨物品１１０を通過することを可能にする。
【００１５】
　ポリマー網目は二部分機械的噛み合い系のフック部分を形成している。本発明の研磨物
品は、繊維、フィラメント（例えば、毛羽仕上げの（brushed）ナイロン及び毛羽仕上げ
のポリエステル）、織布及び不織布、編生地、並びに縫い付けられた布地（stitch-bonde
d fabric）などの任意の好適な噛み合い構造を有する様々な表面に取り付けられてよい。
発泡体（特に連続気泡発泡体）への取り付け、又は噛み合いフックの適合する一式への取
り付けなど、その他の用途もまた考えられる。ポリマー網目は、本発明の研磨物品をバッ
クアップパッドに貼付するために典型的に用いられる。バックアップパッドは、ディスク
又はシートなどの研磨物品のポリマー網目を取り付けてもよいループを有する、一般に平
面の表面を典型的に含む。
【００１６】
　バックアップパッドは手持ち式であってもよいが、バックアップパッドは通常、電気サ
ンダー又は空気サンダーなどの動力研磨装置と共に使われる。ポリマー網目を、研磨物品
をバックアップパッドから小さな力で取り外すことのできるフックと共に設計することが
可能である。研磨物品が、使用中にループに向かい合うバックアップパッドに対して動く
のを防ぐようにフックを設計することも可能である。フック及びループの望ましい寸法は
、提供されるフックの形状及び種類、並びに研磨物品の所望の噛み合いの特徴によって決
まる。
【００１７】
　図２は、研磨層の構成要素を露呈するために一部分を切り取った、例示的な目の粗いメ
ッシュスクリーン研磨材の透視図である。スクリーン研磨材２１２は、研磨層で覆われた
目の粗いメッシュ裏材２２２を含む。目の粗いメッシュ裏材２２２は複数の開口部２２４
を含む。研磨層は、メイクコート２３２、研磨粒子２３０、及びサイズコート２３４を含
む。複数の開口部２１４はスクリーン研磨材２１２を通って伸張している。
【００１８】
　目の粗いメッシュ裏材は任意の多孔質材料から作製することができ、例えば、穿孔フィ
ルム或いは織布又は編生地が挙げられる。図２に示される実施形態では、目の粗いメッシ
ュ裏材２２２は穿孔フィルムである。裏材用のフィルムは、金属、紙、又はプラスチック
から製造することができ、成形された熱可塑性材料及び成形された熱硬化性樹脂材料が含
まれる。ある実施形態では、目の粗いメッシュ裏材は、穿孔された又は切り離された、及
び伸張されたシート材料から製造される。ある実施形態では、目の粗いメッシュ裏材は、
ファイバーグラス、ナイロン、ポリエステル、ポリプロピレン、又はアルミニウムから製
造される。
【００１９】
　目の粗いメッシュ裏材２２２の中の開口部２２４は一般に、図２に示されるように概ね
正方形であり得る。別の実施形態では、開口部の形状は他の幾何学的形状であってもよく
、例えば、矩形状、円形状、楕円形状、三角形状、平行四辺形状、多角形状、又はこれら
形状の組み合わせが挙げられる。目の粗いメッシュ裏材２２２の開口部２２４は、図２に
示されるように均一に大きさが設定される及び位置決めされることが可能である。その他
の実施形態では、例えば、ランダムな開口部の配置パターンを用いることにより、開口部
の寸法又は形状を変えることにより、又はランダムな配置、ランダムな形状、及びランダ
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ムな寸法の任意の組み合わせにより、開口部を不均一に定置してもよい。
【００２０】
　図３は、研磨層の構成要素を露呈するために一部分を切り取った、例示的な、編まれた
目の粗いメッシュスクリーン研磨材の透視図である。図３に示されるように、スクリーン
研磨材３１２は、編まれた目の粗いメッシュ裏材３２２及び研磨層を含む。研磨層は、メ
イクコート３３２、研磨粒子３３０、及びサイズコート３３４を含む。複数の開口部３１
４はスクリーン研磨材３１２を通って延伸している。
【００２１】
　編まれた目の粗いメッシュ裏材３２２は、第１の方向に延伸する一般に平行な複数の縦
糸要素３３８及び第２の方向に延伸する一般に平行な複数の横糸要素３３６を含む。目の
粗いメッシュ裏材３２２の縦糸要素３３８及び横糸要素３３６は、複数の開口部３２４を
形成する。任意のロック層（lock layer）３２６は、目の粗いメッシュ裏材の一体性を向
上させるため、又は研磨層の目の粗いメッシュ裏材への接着を向上させるために使用する
ことができる。
【００２２】
　図３に示されるように、第２の方向は第１の方向に垂直であり、編まれた目の粗いメッ
シュ裏材３２２に正方形状の開口部３２４を形成する。ある実施形態では、第１及び第２
の方向は交差してひし形模様を形成する。開口部の形状はその他の幾何学的形状であって
もよく、例えば、矩形状、円形状、楕円形状、三角形状、平行四辺形状、多角形状、又は
これら形状の組み合わせが挙げられる。いくつかの実施形態では、縦糸及び横糸要素は、
ワン・オーバー・ワン（one-over-one）の平織りに共に織られているヤーン（yarns）で
ある。
【００２３】
　縦糸及び横糸要素は当業者に既知の任意の方法で組み合わされてもよく、例えば、織る
（weaving）、縫い付ける、又は接着剤結合するなどが挙げられる。縦糸及び横糸要素は
、繊維、フィラメント、糸、ヤーン、又はそれらの組み合わせであり得る。縦糸及び横糸
要素は当業者に既知の様々な材料から作られてもよく、例えば、合成繊維、天然繊維、及
び金属が挙げられる。いくつかの実施形態では、縦糸及び横糸要素は、熱可塑性材料又は
金属ワイヤの単繊維を含む。ある実施形態では、編まれた目の粗いメッシュ裏材は、ナイ
ロン、ポリエステル、又はポリプロピレンを含む。
【００２４】
　目の粗いメッシュ裏材３２２の中の開口部３２４は、図３に示されるように均一に大き
さが設定される及び位置決めされることが可能である。その他の実施形態では、例えば、
ランダムな開口部の配置パターンを用いることにより、開口部の寸法又は形状を変えるこ
とにより、又はランダムな配置、ランダムな形状、及びランダムな寸法の任意の組み合わ
せにより、開口部を不均一に定置してもよい。
【００２５】
　目の粗いメッシュ裏材は、編まれている又は穿孔であるに関わらず、異なる開口面積を
有する開口部を含んでもよい。メッシュ裏材の中の開口部の「開口面積」は、メッシュ裏
材の厚さにわたって測定された開口部の面積を指す（即ち、三次元の物体がそこを通過す
る開口部を形成する材料の外辺部によって画定された面積）。本発明において有用な目の
粗いメッシュ裏材は、典型的には、一つの開口部あたり少なくとも約０．３平方ミリメー
トルの平均開口面積を有する。いくつかの実施形態では、目の粗いメッシュ裏材は、一つ
の開口部あたり少なくとも約０．５平方ミリメートルの平均開口面積を有する。さらなる
実施形態では、目の粗いメッシュ裏材は、一つの開口部あたり少なくとも約０．７平方ミ
リメートルの平均開口面積を有する。
【００２６】
　典型的には、本発明において有用な目の粗いメッシュ裏材は、一つの開口部あたり約３
．５平方ミリメートル未満の平均開口面積を有する。いくつかの実施形態では、目の粗い
メッシュ裏材は、一つの開口部あたり約２．５平方ミリメートル未満の平均開口面積を有
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する。さらなる実施形態では、一つの開口部あたり約０．９平方ミリメートル未満の平均
開口面積を有する。
【００２７】
　目の粗いメッシュ裏材は、編まれているものであれ穿孔であれ、目の粗いメッシュ裏材
を通過する空気の量、並びに研磨層の有効面積及び性能に影響を及ぼす総開口面積を有す
る開口部を含んでもよい。メッシュ裏材の「総開口面積」は、メッシュ裏材の単位面積に
わたって測定した開口部の累積開口面積を指す。本発明において有用な目の粗いメッシュ
裏材は、裏材の平方センチメートルあたり少なくとも約０．５平方センチメートルの総開
口面積（即ち、５０パーセント開口面積）を有する。ある実施形態では、目の粗いメッシ
ュ裏材は、裏材の平方センチメートルあたり少なくとも約０．６平方センチメートルの総
開口面積（即ち、６０パーセント開口面積）を有する。さらなる実施形態では、目の粗い
メッシュ裏材は、裏材の平方センチメートルあたり少なくとも約０．７５平方センチメー
トルの総開口面積（即ち、７５パーセント開口面積）を有する。
【００２８】
　本発明において有用な目の粗いメッシュ裏材は、典型的には、裏材の平方センチメート
ルあたり約０．９５平方センチメートル未満の総開口面積（即ち、９５パーセント開口面
積）を有する。ある実施形態では、目の粗いメッシュ裏材は、裏材の平方センチメートル
あたり約０．９平方センチメートル未満の総開口面積（即ち、９０パーセント開口面積）
を有する。さらなる実施形態では、目の粗いメッシュ裏材は、裏材の平方センチメートル
あたり約０．８２平方センチメートル未満の総開口面積（即ち、８２パーセント開口面積
）を有する。
【００２９】
　図４は、本発明の例示的な研磨物品４１０の断面図である。図４に示されるように、研
磨物品４１０は、研磨材４４０を用いるポリマー網目４１６に貼付されたスクリーン研磨
材４１２を含む。ポリマー網目４１６は複数のフック４２０を含む。
【００３０】
　図４に示されるように、スクリーン研磨材４１２は編まれた目の粗いメッシュ裏材４２
２及び研磨層を含んでいる。研磨層は、メイクコート４３２、研磨粒子４３０、及びサイ
ズコート４３４を含んでいる。スクリーン研磨材４１２は、第１の方向に延伸する一般に
平行な複数の縦糸要素４３８及び第２の方向に延伸する一般に平行な複数の横糸要素４３
６を含む。目の粗いメッシュ裏材４２２の縦糸要素４３８及び横糸要素４３６は、複数の
開口部を形成する。
【００３１】
　図７は、本発明にとって有用な例示的なポリマー網目７１６を示している。本発明に有
用なポリマー網目のその他の形状、及びポリマー網目の製造方法は、参照することにより
本明細書に組み込まれる米国特許公開２００４／０１７０８０１（セス（Seth）ら）の中
で報告されている。
【００３２】
　図７に示されるように、ポリマー網目７１６は、第１の方向に延伸する第１の複数の糸
７５４及び第２の方向に延伸する第２の複数の糸７５０を含む。第１の複数の糸７５４及
び第２の複数の糸７５０は互いに貼付し合って格子を形成する。ポリマー網目の第１及び
第２の糸は、参照することにより本明細書に組み込まれる米国特許公開２００４／０１７
０８０１（セス（Seth）ら）の中で報告されているように、一体化して形成することが可
能である。
【００３３】
　複数の開口部７１８は、第１の糸７５４と第２の糸７５０が交差して形成される。図７
に示されるように、開口部７１８は、互いに略垂直である第１及び第２の糸から形成され
得る。その他の実施形態では、開口部は互いに鋭角である第１及び第２の糸から形成され
得る。いくつかの実施形態では開口部は直線状である。
【００３４】
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　その他の形状及び幾何学的形状のポリマー網目の開口部もまた使用可能であり、例えば
、正方形、ひし形、及び多角形が挙げられる。開口部は均一な形状及び寸法であってもよ
く、寸法又は形状は変化してもよい。いくつかの実施形態においてポリマー網目の開口部
の形状、寸法、及び配置を選択するときには、バックアップパッドの真空引き込み口構造
が考えられる。
【００３５】
　第１及び第２の複数の糸の形状及び寸法は様々であることが可能である。いくつかの実
施形態では、第１及び第２の複数の糸のそれぞれの形状及び寸法は、フックに適当な強度
及び支持を提供するように設定される。第１及び第２の複数の糸のそれぞれの形状及び寸
法はまた、製造プロセスに適合するように設定され、例えば、参照することにより本明細
書に組み込まれる米国特許公開２００４／０１７０８０１（セス（Seth）ら）の中で報告
されている切断及び延伸プロセスが挙げられる。
【００３６】
　いくつか実施形態では、第１の複数の糸の形状及び寸法は、ポリマー網目をスクリ－ン
研磨材に貼付するための適切な表面積を提供するように設定される。ある実施形態では、
第１の複数の糸は、「Ｔ」形状又は「Ｉ」形状であり、「Ｔ」又は「Ｉ」の上部の水平な
部分はスクリーン研磨材に貼付するための表面を形成し、「Ｔ」又は「Ｉ」の反対端は第
２の複数の糸と接続する。第１の複数の糸の形状及び寸法はまた、米国特許公開２００４
／０１７０８０１（セス（Seth）ら）の中で報告されているように、様々な伸縮率に適合
するように設定することも可能である。
【００３７】
　本発明において有用なポリマー網目の開口部は、典型的には、ポリマー網目の開口部に
つき０．６平方ミリメートル以下の平均開口面積を有する。いくつかの実施形態では、平
均開口面積はポリマー網目の開口部につき０．５平方ミリメートル以下である。さらなる
実施形態では、平均開口面積はポリマー網目の開口部につき０．４平方ミリメートル以下
である。
【００３８】
　本発明において有用なポリマー網目の開口部は、典型的には、ポリマー網目の開口部に
つき少なくとも０．１平方ミリメートルの平均開口面積を有する。いくつかの実施形態で
は、平均開口面積はポリマー網目の開口部につき少なくとも０．２平方ミリメートルであ
る。さらに別の実施形態では、平均開口面積はポリマー網目の開口部につき少なくとも０
．３平方ミリメートルである。
【００３９】
　ポリマー網目は、ポリマー網目を通過する空気及び粒子の量、並びにスクリーン研磨材
の有効な支持面積、したがって研磨層の性能に影響を与える累積開口面積を含む。ポリマ
ー網目の「累積開口面積」は、スクリーン研磨材表面積にわたって測定された開口部の開
口面積の合計を指す。用語「スクリーン研磨材表面積」は、スクリーン研磨材の外辺部に
よって形成された、スクリーンの中の任意の開口面積を考慮しない総面積を指す。例えば
、それぞれの開口面積が０．４平方ミリメートルである１，６００の開口部が存在するポ
リマー網目を有する、外径が１０センチメートルのスクリーン研磨材を具備する研磨物品
は、スクリーン研磨材１平方センチメートルあたり約０．８平方センチメートルの累積開
口面積（即ち、８０パーセント累積開口面積）を有することになる。
【００４０】
　本発明において有用なポリマー網目は、典型的には、スクリーン研磨材１平方センチメ
ートルあたり０．６５～０．９５平方センチメートルの範囲の累積開口面積（即ち、６５
～９５パーセント累積開口面積）を有する。いくつかの実施形態では、ポリマー網目は、
スクリーン研磨材１平方センチメートルあたり０．７～０．９平方センチメートルの範囲
の累積開口面積（即ち、７０～９０パーセント累積開口面積）を有する。さらなる実施形
態では、ポリマー網目は、スクリーン研磨材１平方センチメートルあたり約０．８平方セ
ンチメートルの範囲の累積開口面積（即ち、７０～９０パーセント累積開口面積）を有す
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る。
【００４１】
　本発明の研磨物品の多孔性はガーレーデンシトメータ（Gurley Densitometer）モデル
４４１０を用いて計測することができる。ガーレーデンシトメータは、３００立方センチ
メートルの空気が１．３９ジュール／メートルの力を使って研磨物品の０．６５平方セン
チメートルの面積を通過するのに必要な時間（秒数）を計測する。ガーレー（Gurley）の
装置及びその使用手順は繊維業界で周知である。本発明の目的のため、研磨物品が研磨物
品の少なくとも一つの０．６５平方センチメートルの面積を、３００立方センチメートル
の空気が５秒未満で通過するというガーレー多孔度を有する場合は、該研磨物品は「多孔
性」であるものとする。
【００４２】
　いくつかの実施形態では、本発明の研磨物品は、空気３００立方センチメートルあたり
５秒未満のガーレー多孔度を有する。別の実施形態では、本発明の研磨物品は、空気３０
０立方センチメートルあたり１．５秒未満のガーレー多孔度を有する。さらに他の実施形
態では、研磨物品は、空気３００立方センチメートルあたり１秒未満のガーレー多孔度を
有する。
【００４３】
　ポリマー網目７１６は、第２の複数の糸７５０から突出する複数のフック７５２を含む
。本明細書で使用されるとき、用語「フック」は、ポリマー網目が反対側の表面上に設け
られた構造体と解放可能に噛み合うことを可能にする構造を指す。フックは、典型的には
、ベースシートから延伸する遠位端を有する茎部、及び茎部の遠位端に隣接するヘッドを
含む。フックのデザインは、当業者に既知の多くの異なるデザインから選択してもよく、
例えば、米国特許第６，５７９，１６１号（チェスリー（Chesley）ら）、同第６，８４
３，９４４号（ベイ（Bay）ら）、及び米国特許公開２００４／０１７０８０１（セス（S
eth）ら）の中で報告されているものが挙げられ、これらは参照することにより本明細書
に組み込まれる。特に以下に記載されてはいないが、その他のフックのデザインが本発明
により包含されることは理解される。
【００４４】
　研磨物品が一つ以上の形状、直径、及び／又は長さを含むように、複数のフックの形状
、直径、及び長さを所与の研磨物品の中で混合することが可能である。フックの形状、寸
法、及び配向は、所与の用途のために好適な剪断強度及び剥離強度を提供するように選択
されてもよい。
【００４５】
　フックは、一直線、弓状、ないしはその他でもよく、ポリマー網目に対して規則的配列
構造で配置されてもよい。フックの密度は要求通りに選択することができる。いくつかの
実施形態では、フックの密度は、一平方センチメートルにつき約８～３１０であるが、そ
の他のフック密度であることが可能である。
【００４６】
　研磨物品を、複数のループ部材を有する表面などの対向する表面に取り付ける場合、全
てのフックを対向する表面の構造体（例えば、ループ）と噛み合わせなければならないわ
けではない。典型的には、フックの大部分が噛み合い表面の構造体にフックし、解放力は
典型的には噛み合ったフックの数に直接関係する。個々の対向する表面によって係合され
るフックの割合は、フックの寸法及び密度、並びに対向する表面のトポグラフィー、など
の多くの要因によって決定する。
【００４７】
　ポリマー網目材料は、熱可塑性材料などの有機ポリマー材料であり得る。有用な材料に
は、ポリウレタン類、ポリアミド類、ポリオレフィン類（例えば、ポリエチレン及びポリ
プロピレン）、ポリエステル類、及びこれらの組み合わせが挙げられるがこれらに限定さ
れない。フックは１以上の添加剤を含んでもよく、充填剤、繊維、静電気防止剤、潤滑剤
、湿潤剤、界面活性剤、顔料、色素、結合剤、可塑剤、及び懸濁化剤が挙げられるがこれ
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らに限定されない。
【００４８】
　スクリ－ン研磨材４１２は、例えば、のり（glue）、感圧性接着剤、ホットメルト接着
剤、スプレー接着剤、熱接着、及び超音波接着などの任意の好適な取り付けの形式を用い
てポリマー網目４１６に接着されてもよい。
【００４９】
　スクリ－ン研磨材は、粒子が研磨物品を通過する流れを妨げない方法でポリマー網目に
貼付される。いくつかの実施形態では、粒子が研磨物品を通過する流れを実質的に阻止し
ない方法で、スクリ－ン研磨材がポリマー網目に貼付される。研磨物品を通過する粒子の
流量レベルは、スクリ－ン研磨材とポリマー網目との間に接着剤を挿入することにより、
少なくとも部分的に制限することができる。例えば、別個の接着剤領域（例えば、噴霧ス
プレー又は欠けている押出成形型（starved extrusion die））又は個別の接着剤のライ
ン（例えば、ホットメルト回転スプレー（hot melt swirl-spray）又は模様付きロール塗
布機）などの不連続なやり方で接着剤をスクリーン研磨材に塗布することにより、制限の
レベルを最小限に抑えることが可能である。
【００５０】
　ある実施形態では、本発明の研磨物品を通って流れる可能性のある削りくず、塵、又は
くずの粒子は、少なくとも１０マイクロメートルの粒径を有する。いくつかの実施形態で
は、少なくとも３０マイクロメートルの粒子が研磨物品を通過することができる。さらに
別の実施形態では、少なくとも４５マイクロメートルの粒子が研磨物品を通過することが
できる。
【００５１】
　いくつかの実施形態では、例えば、３Ｍ社（3M Company、ミネソタ州セントポール（St
. Paul, Minnesota））から入手可能な「３Ｍブランド・スーパー７７接着剤（3M BRAND 
SUPER 77 ADHESIVE）」などのスプレー接着剤をスクリーン研磨材の片面に塗布すること
により、スクリーン研磨材はポリマー網目に接着する。別の実施形態では、ホットメルト
スプレーガン又は櫛状シムを備える押出成形機のいずれかを用いてホットメルト接着剤を
スクリーン研磨材の一面に塗布する。さらなる実施形態では、予め形成された粘着性多孔
質メッシュをスクリーン研磨材とポリマー網目との間に定置する。
【００５２】
　本発明において有用な接着剤は、感圧性接着剤及び非感圧性接着剤の両方を含む。感圧
性接着剤は通常、室温で粘着性であり、指のほんの軽い圧力による塗布によって表面に接
着可能であり、一方非感圧性接着剤は溶媒、熱、又は放射線活性化（radiation activate
d）接着剤系を含む。本発明で有用な接着剤の例には、ポリアクリレート；ポリビニルエ
ーテル；天然ゴム、ポリイソプレン、及びポリブタジエンなどのジエン含有ゴム；ポリク
ロロプレン；ブチルゴム；ブタジエン－アクリロニトリルポリマー類；熱可塑性エラスト
マー類；スチレン－イソプレンブロックコポリマー、及びスチレン－イソプレン－スチレ
ンブロックコポリマー類などのブロックコポリマー類；ポリ－α－オレフィン；非結晶性
ポリオレフィン；シリコーン；エチレン酢酸ビニル、エチレンアクリレート、及びエチル
メタクリレートなどのエチレン含有コポリマー；ポリウレタン；ポリアミド；ポリエステ
ル類；エポキシ類；ポリビニルピロリドン及びビニルピロリドンのコポリマー類；及び前
記の混合物の一般組成物に基づく接着剤が挙げられる。加えて、接着剤は、粘着付与剤、
可塑剤、充填剤、酸化防止剤、安定剤、顔料、拡散粒子、硬化剤、及び溶媒を含有するこ
とができる。
【００５３】
　上記のように、スクリーン研磨材の研磨層は、複数の研磨粒子及び少なくとも一つのバ
インダーを含む。いくつかの実施形態では、研磨層は、メイクコート、サイズコート、ス
ーパーサイズコート、又はそれらの組み合わせを含む。いくつかの実施形態では、例えば
、プリサイズ（presize）、バックサイズ（backsize）、サブサイズ（subsize）、又は飽
和剤などの目の粗いメッシュ裏材に処置を適用することができる。
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【００５４】
　典型的には、コーティングされた研磨材のメイク層は、目の粗いメッシュ裏材（処置済
み又は未処置）の少なくとも一部にメイク層前駆体をコーティングすることにより作製さ
れる。次に、第１バインダー前駆体を含むメイク層前駆体に、少なくとも部分的に研磨粒
子を埋め込み（例えば、静電コーティングにより）、メイク層前駆体を少なくとも部分的
に硬化する。研磨粒子の静電コーティングは、典型的には垂直に（erectly）配向した研
磨粒子を提供する。本発明の文脈において、用語「垂直に（erectly）配向した」は、大
多数の研磨粒子の長い方の寸法が裏材に対してほぼ垂直（即ち、６０度と１２０との間）
に配向する特徴を指す。研磨粒子を垂直に配向するための別の技術を使用することも可能
である。
【００５５】
　図６は、垂直に配向した研磨粒子を有する本発明のスクリーン研磨材の研磨材表面の倍
率１００倍のＳＥＭ顕微鏡写真である。図５は、垂直に配向していない研磨粒子を有する
スクリーン研磨材の研磨材表面の倍率１００倍のＳＥＭ顕微鏡写真である。
【００５６】
　続いて、メイク層及び研磨材粒子の少なくとも一部を、第２バインダー前駆体（第１バ
インダー前駆体と同一であっても異なっていてもよい）を含むサイズ層前駆体でコーティ
ングし、サイズ層前駆体を少なくとも部分的に硬化することによって、サイズ層が調製さ
れる。いくつかのコーティングされた研磨物品においては、スーパーサイズ（supersize
）がサイズ層の少なくとも一部に適用される。存在する場合、スーパーサイズ（supersiz
e）層には通常、研削助剤及び／又は目づまり防止材が含まれる。
【００５７】
　バインダーは、典型的には、バインダー前駆体を（例えば、熱的手段によって、若しく
は電磁放射線又は微粒子放射線を用いて）硬化することによって形成される。有用な第１
及び第２バインダー前駆体は研磨技術分野において既知であり、例えば、遊離ラジカル重
合可能なモノマー及び／又はオリゴマー、エポキシ樹脂類、アクリル樹脂類、ウレタン樹
脂類、フェノール樹脂類、尿素ホルムアルデヒド樹脂類、メラミンホルムアルデヒド樹脂
類、アミノプラスト樹脂類、シアネート樹脂類、又はこれらの組み合わせが挙げられる。
有用なバインダー前駆体には熱硬化樹脂類及び放射線硬化樹脂類が含まれ、これらは、例
えば熱的に及び／又は放射線に暴露することにより硬化することができる。
【００５８】
　本発明の研磨物品で使用可能なスクリーン研磨材のための好適な研磨粒子は、研磨物品
で通常使用される任意の既知の研磨粒子又は材料であってよい。コーティングされた研磨
材に有用な研磨粒子の例には、例えば、溶融酸化アルミニウム、熱処理済みの酸化アルミ
ニウム、白色溶融酸化アルミニウム、黒色炭化ケイ素、緑色炭化ケイ素、二ホウ化チタン
、炭化ホウ素、炭化タングステン、炭化チタン、ダイアモンド、立方晶窒化ホウ素、ザク
ロ石、溶融アルミナジルコニア、ゾルゲル研磨材粒子類、シリカ、酸化鉄、クロミア、セ
リア、ジルコニア、チタニア、ケイ酸塩類、炭酸金属塩（例えば炭酸カルシウム（例えば
、チョーク、方解石、泥灰土、トラバーチン、大理石、及び石灰石）、炭酸マグネシウム
カルシウム、炭酸ナトリウム、炭酸マグネシウム）、シリカ（例えば、石英、ガラス玉類
、ガラス球類、及びガラス繊維類）、ケイ酸塩類（例えば、タルク、粘土類、（モンモリ
ロナイト）長石、雲母、ケイ酸カルシウム、メタケイ酸カルシウム、アルミノケイ酸ナト
リウム、ケイ酸ナトリウム）、硫酸金属塩（例えば、硫酸カルシウム、硫酸バリウム、硫
酸ナトリウム、硫酸ナトリウムアルミニウム、硫酸アルミニウム）、石膏、アルミニウム
三水和物、グラファイト、金属酸化物類（例えば、酸化錫、酸化カルシウム）、酸化アル
ミニウム、二酸化チタン）、並びに亜硫酸金属塩（例えば、亜硫酸カルシウム）、金属粒
子類（例えば、錫、鉛、銅）、熱可塑性物質から形成されるプラスチック研磨材粒子類（
例えば、ポリカーボネート、ポリエーテルイミド、ポリエステル、ポリエチレン、ポリス
ルホン、ポリスチレン、アクリロニトリル－ブタジエン－スチレンブロックコポリマー、
ポリプロピレン、アセタールポリマー類、ポリ塩化ビニル、ポリウレタン、ナイロン）、
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架橋ポリマーから成形されるプラスチック研磨材粒子類（例えば、フェノール樹脂類、ア
ミノプラスト樹脂類、ウレタン樹脂類、エポキシ樹脂類、メラミン－ホルムアルデヒド、
アクリレート樹脂類、アクリル化イソシアヌレート樹脂類、尿素－ホルムアルデヒド樹脂
類、イソシアヌレート樹脂類、アクリル化ウレタン樹脂類、アクリル化エポキシ樹脂類）
、並びにこれらの組み合わせが挙げられる。研磨粒子はまた、例えばバインダーなどのさ
らなる構成要素を含む粒塊又は合成物であってもよい。一般に、研摩粒子を選択する際に
使用される基準には、研磨寿命、切削率、基板表面仕上げ、粉砕効率及び製造費が含まれ
る。
【００５９】
　コーティングされたスクリーン研磨材は、研磨粒子表面修正添加剤、結合剤、可塑剤、
充填剤、発泡剤、繊維、静電気防止剤、開始剤、懸濁化剤、光線感作物質、潤滑剤、湿潤
剤、界面活性剤、顔料、染料、紫外線安定剤、及び懸濁化剤などの任意の添加剤をさらに
含むことができる。これら材料の量は望ましい性質を提供するために選択される。添加剤
はまた、バインダーに組み込まれても、別個のコーティングとして塗布されても、粒塊の
孔の中に保持されても、又は前記の組み合わせでもよい。
【００６０】
　コーティングされたスクリーン研磨物品は、例えばベルト、ロール、ディスク（穿孔デ
ィスクを含む）、及び／又はシートに加工されてもよい。仕上げ作業に有用なコーティン
グされたスクリーン研磨材の一つの形状はディスクである。研磨ディスクは多くの場合、
自動車車体及び木材塗装のメンテナンス及び修理に使用される。ディスクは、例えば電気
又は空気グラインダーを含む様々なツールと共に使用するように構成されることができる
。ディスクを支持するために使用されるツールは自蔵型真空システムを有することができ
、又は塵を収容するのを助けるために真空ラインに接続することができる。
【００６１】
　本発明の利点及びその他の実施形態は以下の実施例によってさらに説明されるが、これ
ら実施例で列挙される特定の材料及びその量、並びに条件及び詳細は本発明を不当に制限
するものであると解釈されるべきではない。例えば、ポリマー網目の坪量、厚さ、及び組
成物を変えることが可能である。すべての部及び百分率は、特に明記しない限り、重量に
よる。
【００６２】
　特に記載しない限り、以下の実施例で報告されるすべての部、百分率、及び比率は、重
量基準であり、実施例で使用されるすべての試薬は、ミズーリ州セントルイス（Saint Lo
uis）のシグマ・アルドリッチ・ケミカル社（Sigma-Aldrich Chemical Company）などの
一般的な化学薬品供給元から得られ、若しくは入手可能であり、又は従来の技術によって
合成されてもよい。
【実施例】
【００６３】
　サンディング試験＃１
　かみそりの刃を使用して、相互接続しているＵ型のチャネル（幅０．９５センチメート
ル×深さ０．６４センチメートル）を、直径１２．７センチメートル×厚さ１．６センチ
メートルの発泡体バックアップパッドの５つの穴の間で刻んだ。発泡体バックアップパッ
ドは、３Ｍ社（3M Company、ミネソタ州セントポール（St. Paul, Minnesota））から商
標表記「３ＭフックイットＩＩバックアップパッド（HOOKIT II BACKUP PAD）、部品番号
０５３４５（PART NUMBER 05345）」として入手可能である。１２．７センチメートルの
サンプルディスクをバックアップパッドに取り付け、次にパッドを、ダイナブレード社（
Dynabrade Corporation、ニューヨーク州クラレンス（Clarence, New York））の精密仕
上げデュアルアクション・オービタルサンダー（fine finishing dual-action orbital s
ander）、モデル「２１０３４」の上に搭載した。続いて、中央の塵除去真空ラインをサ
ンダーに取り付けた。研磨層を、予め重みを加えた３８．１センチメートル×５３．３セ
ンチメートルのアクリルテストパネルに手作業で接触させた。テストパネルはシーリー－
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エイラー・プラスチックス社（Seelye-Eiler Plastics Inc.、ミネソタ州ブルーミントン
（Bloomington, Minnesota））から入手した。サンダーを６１０．２キロパスカル（８８
．５ポンド／平方インチ）のエアラインの圧力及び５３．４Ｎ（１２ポンド（５．４キロ
グラム））のダウンフォースで４５秒間動かした。ワークピースの表面に対する角度は０
度を使用した。４５分の研磨サイクルをさらに４回、計３分４５秒繰り返す。最後のサン
ディング・サイクルの後、テストパネルに再度重みを加えてサンディングの手順をさらに
２回繰り返し、これにより平均カットを測定した。サンディング試験の完了時に、スクリ
ーン研磨材の上の削りくずの目視観測も行なった。
【００６４】
　サンディング試験＃２
　直径１２．７センチメートル×厚さ１．６センチメートルの発泡体バックアップパッド
に１２．７センチメートルのサンプルディスクを取り付けた。発泡体バックアップパッド
は、３Ｍ社から商標表記「３ＭフックイットＩＩバックアップパッド（HOOKIT II BACKUP
 PAD）、部品番号０５２４５（PART NUMBER 05345）」として入手可能である。続いて、
バックアップパッドをモデル２１０３４サンダーの上に搭載し、中央の塵除去真空ライン
を取り外し、サンディング試験＃１に記載のサンディングの手順を繰り返した。
【００６５】
　スクリーン研磨は以下のように準備された。ベイクライト・エポキシ・ポリマー社（Ba
kelite Epoxy Polymer Corporation、ジョージア州オーガスタ（Augusta, Georgia））か
ら商標表記「ベイクライトフェノール樹脂（BAKELITE PHENOLIC RESIN）」として入手可
能なフェノール樹脂を、重量比が９０：１０の水：ポリソルブ媒質（polysolve medium）
の中の５６重量パーセント固形物に希釈し、次にエタノールで３５重量パーセント固形物
に希釈された。樹脂分散をメイクコートとして、ヘクセル・リインフォースメント社（He
xcel Reinforcements、サウスカロライナ州アンダーソン（Anderson, South Carolina）
）から商標表記「１６２０－１２」で入手可能なファイバーグラスの平織りスクリム（pl
ain weave scrim）に塗布した。トライバッハ・シュライフミテル社（Triebacher Schlei
fmittel AG、オーストリア、フィラッハ（Villach, Austria））から商標表記「ＦＳＸ］
として入手可能な、グレードＰ３２０アルミナ研磨ミネラルを樹脂の上に静電的にコーテ
ィングし、９６℃（２０５°Ｆ）で２時間硬化させた。次に、３５重量パーセントのサイ
ズコートをメイクコート及びミネラルの上に塗布し、１００℃（２１２°Ｆ）で１６時間
硬化させた。重量比が８５：１５のステアリン酸亜鉛ポリアクリレート（zinc stearate 
polyacrylate）の３０重量パーセント水分散液をサイズコートに塗布した。
【００６６】
　接着裏材１（ＡＢ１）
　解放式機械的ファスナシステム（releasable mechanical fastener system）のフック
構成要素を、米国特許第６，８４３，９４４号（ベイ（Bay）ら）に記載の方法にしたが
って作製した。得られたポリプロピレンの接着裏材は、厚さ１２７マイクロメートル（５
ミル）、茎部直径３５５．６マイクロメートル（１４ミル）、キャップ直径０．７６ミリ
メートル（３０ミル）、茎部高さ５０８マイクロメートル（２０ミル）、及び１平方セン
チメートルあたりの茎部頻度は５２．７（３４０茎部／平方インチ）であった。裏材のオ
ープン・スペースはゼロであった。
【００６７】
　接着裏材２（ＡＢ２）
　ポリプロピレン・メッシュ・フックの裏材を、米国特許公開２００４／０１７０８０２
（セス（Seth）ら）によって報告されている方法にしたがって製造し、当該特許の開示は
参照することによって本明細書に組み込まれる。ダイ形状は、米国特許公開２００４／０
１７０８０２（セス（Seth）ら）の図１０に示されている、ポリマー網目を製造するため
に使用したダイと類似であった。しかしながら、米国特許公開２００４／０１７０８０２
（セス（Seth）ら）の図１０に示されている物品とは対照的に、第１の複数の糸上のフッ
クは切断されず、したがってフックは、約３の伸長率で第１の糸を縦方向に引き伸ばした
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後の成形寸法の約三分の一に減少した。第１の複数の糸の切断されていないフックは、ポ
リマー網目をスクリーン研磨材に取り付けるための表面を形成した。第２の複数の糸の仕
上がり厚さは約２２８．６マイクロメートル（９ミル）であり、茎部高さ７３６．６マイ
クロメートル（２９ミル）、茎部直径２５４マイクロメートル（１０ミル）、及び１平方
センチメートルあたりの茎部頻度が約７０茎部（４５０茎部／平方インチ）の複数のフッ
クを具備した。ポリマー網目のオープン・スペースは、ポリマー網目の外辺部によって形
成された面積の総表面積の８０パーセントを占めた。
【００６８】
　比較例
　３Ｍ社（3M Company）から入手可能な「３Ｍ７７スプレー接着剤（3M 77 SPRAY ADHESI
VE）」タイプの接着剤を、スクリーン研磨材の非研磨側及びＡＢ１の一面に軽くスプレー
し、該２つの材料を共に積層した。次に、１２．７センチメートルのディスクを積層シー
トからダイカットした。
【００６９】
　実施例
　比較例Ａに記載の方法にしたがって、スクリーン研磨材の非研磨側をＡＢ２の一面に積
層した。同様に、１２．７センチメートルのサンプルディスクを積層体からダイカットし
た。
【００７０】
　比較例と実施例の両方に対してサンディング試験１及び２を行なった。結果を表１及び
表２にそれぞれ列挙する。
【００７１】

【００７２】

【００７３】
　構造の詳細及び本発明の機能と共に、上記記載及び実施例に記載される本発明の多数の
特性及び利点においてさえ、本開示は具体例に過ぎないことを理解されたい。スクリーン
研磨材及びポリマー網目の詳細、特に寸法及び組成物に関する変更は、添付のクレームが
示される及びそれらの構造及び方法と同等である用語の意味が示す範囲において本発明の
原理内でなされることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】ポリマー網目を露呈するために一部を切り取った、本発明の例示的による研磨物
品の斜視図。
【図２】研磨層の構成要素を露呈するために一部分を切り取った、例示的な目の粗いメッ
シュスクリーン研磨材の透視図。
【図３】研磨層の構成要素を露呈するために一部分を切り取った、例示的な、編まれた目
の粗いメッシュスクリーン研磨材の透視図。
【図４】本発明による例示的な研磨物品の断面図。
【図５】垂直に配向していない研磨粒子を有するスクリーン研磨材の研磨材表面の倍率１
００倍のＳＥＭ顕微鏡写真である。
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【図６】垂直に配向した研磨粒子を有する本発明のスクリーン研磨材の研磨材表面の倍率
１００倍のＳＥＭ顕微鏡写真である。
【図７】本発明による例示的なポリマー網目の底面図。
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